
第 33期決算公告 平成23年11月15日
山形県新庄市大字福田字福田山
711番地の139

株式会社ヨコタ東北
代表取締役 横田 健二

貸借対照表の要旨(平成23年６月30日現在)
科 目 金 額(千円)

の
部
資
産

流 動 資 産 1,666,250
固 定 資 産 3,653,135
合 計 5,319,385

純
資
産
の
部

負

債

及

び

流 動 負 債 1,332,328
固 定 負 債 2,372,049
株 主 資 本 1,615,008
資 本 金 30,000
利 益 剰 余 金 1,585,008
利 益 準 備 金 7,500
その他利益剰余金 1,577,508
(うち当期純利益) (�291,580)
合 計 5,319,385

第 60 期 決 算 公 告
平成 23年 11月 15日

栃木県宇都宮市池上町２番１号
株式会社亀田書店

代表取締役 亀田 公一
貸借対照表の要旨(平成23年８月31日現在)

科 目 金 額(千円)

の
部
資
産

流 動 資 産 62,116
固 定 資 産 22,957
合 計 85,073

純
資
産
の
部

負

債

及

び

流 動 負 債 21,637
固 定 負 債 54,477
株 主 資 本 8,958
資 本 金 10,000
利 益 剰 余 金 �1,041
利 益 準 備 金 4,000
その他利益剰余金 �5,041
(うち当期純利益) (5,015)
合 計 85,073

第 24期決算公告 平成23年６月17日
小山市大字横倉新田字溜南470番地４号

小山五十鈴株式会社
代表取締役社長 牛島 淳一

貸借対照表の要旨(平成23年３月31日現在)
科 目 金 額(千円)

の
部
資
産

流 動 資 産 5,986,924
固 定 資 産 171,910
資 産 合 計 6,158,835

純
資
産
の
部

負

債

及

び

流 動 負 債 5,435,427
固 定 負 債 4,256
引 当 金 24,584
株 主 資 本 693,309
資 本 金 220,000
利 益 剰 余 金 473,309
利 益 準 備 金 7,388
その他利益剰余金 465,921
(うち当期純利益) (87,613)

評価・換算差額等 1,256
負債・純資産合計 6,158,835

平成™š年˜˜月˜œ日 火曜日 (号外第™›œ号)官 報
相
続
債
権
者
受
遺
者
へ
の
請
求
申
出
の
催
告

本
籍
山
口
県
岩
国
市
岩
国
二
丁
目
一
〇
五
番
地
二
、

最
後
の
住
所
山
口
県
岩
国
市
黒
磯
町
二
丁
目
一
六
番

一
号
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
山
口
県
灘
海
園

被
相
続
人

亡

角
谷

文
子

右
被
相
続
人
の
相
続
人
の
あ
る
こ
と
が
不
明
な
の
で
、

一
切
の
相
続
債
権
者
及
び
受
遺
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌

日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
請
求
の
申
し
出
を
し
て
下
さ
い
。

右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
弁
済
か
ら
除
斥
し

ま
す
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
五
日

山
口
県
岩
国
市
錦
見
二
丁
目
四
番
九
四
号

相
続
財
産
管
理
人

保
田

善
生

相
続
債
権
者
受
遺
者
へ
の
請
求
申
出
の
催
告

本
籍
福
岡
県
宮
若
市
宮
田
四
八
八
七
番
地
、
最
後
の

住
所
福
岡
県
宮
若
市
本
城
四
〇
五
番
地

被
相
続
人

亡

笹
栗

芳
明

右
被
相
続
人
の
相
続
人
の
あ
る
こ
と
が
不
明
な
の
で
、

一
切
の
相
続
債
権
者
及
び
受
遺
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌

日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
請
求
の
申
し
出
を
し
て
下
さ
い
。

右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
弁
済
か
ら
除
斥
し

ま
す
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
五
日

福
岡
県
直
方
市
新
町
三
丁
目
一
番
六
号

相
続
財
産
管
理
人

司
法
書
士

井
手
口
敬
子

相
続
債
権
者
受
遺
者
へ
の
請
求
申
出
の
催
告

本
籍
鹿
児
島
県
出
水
郡
長
島
町
鷹
巣
三
六
七
三
番
地

乙
、
最
後
の
住
所
鹿
児
島
県
出
水
市
麓
町
二
九
番
一

号

被
相
続
人

亡

坂
本

ツ
ヨ

右
被
相
続
人
の
相
続
人
の
あ
る
こ
と
が
不
明
な
の
で
、

一
切
の
相
続
債
権
者
及
び
受
遺
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌

日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
請
求
の
申
し
出
を
し
て
下
さ
い
。

右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
弁
済
か
ら
除
斥
し

ま
す
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
五
日

事
務
所
鹿
児
島
県
出
水
市
緑
町
二
四
番
地
二

チ
ッ
ダ
ヴ
ェ
ル
デ
一
〇
二
号

相
続
財
産
管
理
人

司
法
書
士

栫

智
和

無
縁
墳
墓
等
改
葬
公
告

墓
地
利
用
向
上
の
為
に
無
縁
墳
墓
等
に
つ
い
て
改
葬
す

る
事
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
墓
地
使
用
者
等
、
死
亡
者
の

縁
故
者
及
び
無
縁
墳
墓
等
に
関
す
る
権
利
を
有
す
る
方

は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
年
以
内
に
お
申
し
出
下

さ
い
。

な
お
期
日
ま
で
に
お
申
し
出
の
な
い
場
合
は
、
無
縁
仏

と
し
て
改
葬
す
る
事
に
な
り
ま
す
の
で
ご
承
知
下
さ
い
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
五
日

一
、
墳
墓
等
所
在
地

滋
賀
県
高
島
市
勝
野

一
、
墳
墓
等
名
称

中
野
墓
地

釋
尼
妙
念

釋
善
徳

釋
智
證

釋
天
月
照
頂
信
士

教
西
信
士

萃
屋
妙
稔

信
女

釋
浄
泰

駒
井
安
太
郎

福
井
氏

釋
常
休

釋
歸
入

釋
恵
明

釋
教
證

駒
井
權
治
郎

藤
井
照

太
郎

川
合
徳
助

釋
宗
周

西
山
氏

西
山
氏

西

山
氏

釋
浄
喜

釋
浄
願

そ
の
他
不
詳
二
十
件

合

計
四
十
二
件

一
、
死
亡
者
の
本
籍
及
び
氏
名

不
詳

一
、
改
葬
を
行
お
う
と
す
る
者

滋
賀
県
高
島
市
勝
野
三

〇
五
〇
番
地

滋
賀
県
高
島
市
中
野
墓
地
管
理
者

勝

野
第
二
区
長

杵
谷

功

債
権
申
出
の
公
告
（
第
三
回
）

当
社
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
は
、
平
成
二
十
三
年

十
月
一
日
確
定
給
付
企
業
年
金
法
第
八
十
三
条
第
一
項
第

一
号
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
り
終
了
し
た
の
で
、
当
社
規

約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
に
債
権
を
有
す
る
者
は
、
本
公

告
第
一
回
掲
載
（
平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
）
の
翌
日

か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お

申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
五
日

札
幌
市
西
区
二
十
四
軒
三
条
三
丁
目
三
e

二
三

伊
藤
組
土
建
株
式
会
社
規
約
型
確
定
給
付
企
業

年
金

清
算
人

岩
鼻

清

型
式
部
材
等
製
造
者
の
認
証
に
関
す
る
公
示

日
本
Ｅ
Ｒ
Ｉ
株
式
会
社
公
示
第
Ｋ
1
8号

建
築
基
準
法
（
昭
和

2
5年
法
律
第

2
0
1号
）
第

6
8条
の

2
3第
１
項
の
規
定
に
よ
り
型
式
部
材
等
製
造
者
の
認
証
を

行
っ
た
の
で
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
2
5年
建
設

省
令
第
4
0号
）
第
1
0条
の
５
の
７
第
１
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
認
証
を
受
け
た
型
式
部
材
等
の
種
類
、認
証
年
月
日
、

認
証
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
認
証
番
号
を
次

の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成

2
3
年

1
1
月

1
5
日

日
本
Ｅ
Ｒ
Ｉ
株
式
会
社

代
表
取
締
役
中
澤
芳
樹

建
築
基
準
法
施
行
令
第

1
3
6条
の
２
の

1
1第
１
号
に
掲
げ

る
建
築
物
の
部
分（
認
証
年
月
日
：
平
成
2
3年
９
月
2
9日
）

H
.
R
.
D
.
S
I
N
G
A
P
O
R
E
P
T
E
L
T
D

株
式
会
社
日
本
産
業

製
0
1
0
7
0
7
A
a
c
a
0
0
1
0
4
1
7、
製
0
1
0
7
0
7
A
a
c
a
0
0
1
0
4
1
8

製
0
1
0
7
0
7
A
a
c
a
0
0
1
0
4
1
9、
製
0
1
0
7
0
7
A
a
c
a
0
0
1
0
4
2
0

製
0
1
0
7
0
7
A
a
c
a
0
0
1
0
4
2
1、
製
0
1
0
7
0
7
A
a
c
a
0
0
1
0
4
2
2

製
0
1
0
7
0
7
A
a
c
a
0
0
1
0
4
2
3、
製
0
1
0
7
0
7
A
a
c
a
0
0
1
0
4
2
4

製
0
1
0
7
0
7
A
a
c
a
0
0
1
0
0
2
5、
製
0
1
0
7
0
7
A
a
c
a
0
0
1
0
0
2
6

旅
行
業
協
会
弁
済
業
務
保
証
金
認
証
事
務
開
始
の
公
告

社
団
法
人
全
国
旅
行
業
協
会
弁
済
業
務
規
約
第
十
一
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

一

当
協
会
の
保
証
社
員
で
あ
る
旅
行
業
者

^

旅
行
業
の
業
務
の
範
囲

第
二
種
旅
行
業

_

登
録
番
号

東
京
都
知
事
登
録
旅
行
業
第
二
e

三

三
三
二
号

`

商
号

有
限
会
社
ト
ラ
ベ
ル
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
オ

フ
ィ
ス

a

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て

は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

有
限
会
社
ト
ラ
ベ
ル
プ
ラ

ン
ニ
ン
グ
オ
フ
ィ
ス

東
京
都
渋
谷
区
南
平
台
町
四

丁
目
八
番
七
〇
三
号

代
表
取
締
役

中
尾

一
樹

b

主
た
る
営
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

本
社
営
業

所

東
京
都
渋
谷
区
南
平
台
町
四
丁
目
八
番
七
〇
三

号
c

旅
行
業
登
録
年
月
日

平
成
六
年
四
月
一
日

二

前
項
の
旅
行
業
者
（
以
下
「
認
証
対
象
保
証
社
員
」

と
い
う
。）に
つ
い
て
、平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
八
日
、

旅
行
業
法
施
行
規
則
第
四
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
最

初
の
認
証
の
申
出
が
あ
り
ま
し
た
。

三

認
証
対
象
保
証
社
員
と
の
旅
行
業
務
に
関
す
る
取
引

で
当
協
会
の
保
証
社
員
で
あ
っ
た
期
間
に
お
け
る
も
の

に
よ
っ
て
生
じ
た
債
権
に
関
し
旅
行
業
法
第
二
十
二
条

の
九
第
一
項
の
権
利
を
有
す
る
旅
行
者
は
、
当
協
会
の

弁
済
業
務
規
約
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
債
権

の
額
及
び
そ
の
取
引
の
成
立
し
た
時
期
並
び
に
氏
名
又

は
名
称
及
び
住
所
を
記
載
し
た
認
証
申
出
書
二
通
を
、

認
証
対
象
保
証
社
員
の
所
属
す
る
当
協
会
の
支
部
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
弁
済
限
度
額
は
、
一
千
百

万
円
で
す
。

四

前
項
に
よ
り
認
証
申
出
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
の

当
協
会
の
認
証
に
係
る
事
務
は
次
に
よ
り
行
い
ま
す
。

^

認
証
に
係
る
事
務
は
認
証
申
出
書
の
受
理
の
順
序

に
従
っ
て
行
い
ま
す
。

_

前
号
の
受
理
に
つ
い
て
は
、
認
証
対
象
保
証
社
員

に
係
る
最
初
の
認
証
の
申
出
の
あ
っ
た
日
か
ら
六
十

日
を
経
過
し
た
日
ま
で
に
な
さ
れ
た
認
証
の
申
出

は
、
当
該
最
初
の
認
証
の
申
出
の
あ
っ
た
日
か
ら
六

十
日
を
経
過
し
た
日
に
同
時
に
受
理
さ
れ
た
も
の
と

み
な
し
ま
す
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
五
日

東
京
都
港
区
虎
の
門
四
丁
目
一
番
二
〇
号
田
中
山

ビ
ル
デ
ィ
ン
グ

社
団
法
人
全
国
旅
行
業
協
会

会
長

二
階

俊
博

Ÿš
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